
提

出

者

玄

葉

光

一

郎

平
成
十
四
年
五
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

七

六

号

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
の
質
問
主
意
書
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書

平
成
十
四
年
五
月
二
十
一
日
（
火
）
衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
「
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
案
」
に

つ
い
て
の
質
疑
の
中
で
、
民
主
党
荒
井
�
衆
議
院
議
員
の
質
問
に
対
し
、
片
山
総
務
大
臣
よ
り
「
具
体
的
に
信
書
の
範
囲
を
ど

う
す
る
か
は
、
今
後
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
決
め
た
い
」
、
更
に
「
こ
の
点
に
つ
い
て
は
時
間
を
貸
し
て
頂
き
た
い
」
と
の
答
弁

が
あ
っ
た
。

信
書
の
定
義
に
関
し
て
政
府
の
見
解
が
不
明
瞭
な
ま
ま
「
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
案
」
の
審
議
を

行
う
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
は
信
書
に
該
当
す
る
か
否
か
。
あ
る
い
は
、
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
の
一
部
が
信
書
に
該
当
す
る
と
解
す

る
場
合
は
、
そ
の
範
囲
は
ど
こ
ま
で
で
あ
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。


